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担当者が押さえておきたい 戸籍の「確認実務・関連対応」編

続
預
金
の
名
義
変
更
・
払
戻
し

手
続
き
に
お
い
て
は
、「
相
続

届
」
に
記
載
さ
れ
た
相
続
人
が
正
当
な

相
続
人
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め

に
、
原
則
と
し
て
次
の
書
類
を
取
得
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の　

連
続
し
た
戸
籍
謄
本

・
相
続
人
の
現
在
の
戸
籍
謄
本

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
被
相
続
人
の
死
亡

の
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
全
部
事
項

証
明
書
＝
戸
籍
謄
本
（
サ
ン
プ
ル
１
）

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

全
部
事
項
証
明
書
で 

相
続
人
で
あ
る
配
偶
者
を
確
認

　

❶
戸
籍
事
項
欄
を
見
る
と
「
平
成
６

年
法
務
省
令
（
中
略
）
に
よ
る
改
製
」

と
あ
り
、
改
製
日
は
「
平
成
20
年
２
月

２
日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
戸
籍

謄
本
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
後
の
戸

籍
」
で
あ
っ
て
、「
平
成
20
年
２
月
２

日
か
ら
、
本
戸
籍
謄
本
の
発
行
日
ま
で

の
戸
籍
」
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

戸
籍
の
筆
頭
者
は
「
夫
」
で
あ
る
太

郎
さ
ん
で
す
。
❷
身
分
事
項
に
「
除

籍
」
お
よ
び
「
死
亡
」
の
記
載
が
あ

り
、「
太
郎
さ
ん
は
令
和
３
年
４
月
１

日
に
死
亡
し
た
」
こ
と
が
確
認
で
き
ま

し
た
。

　

戸
籍
の
筆
頭
者
が
死
亡
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
戸
籍
に
在
籍
す
る
人
が
い
る

限
り
は
、
そ
の
戸
籍
謄
本
は
閉
鎖
（
＝

除
籍
謄
本
と
な
る
こ
と
）
さ
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
戸
籍
に
お
い
て
は
、
妻
・
花

子
さ
ん
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
民
法
上
の
相
続
人
の
規
定
を

確
認
し
て
お
き
し
ょ
う
。
被
相
続
人
で

あ
る
太
郎
さ
ん
の
相
続
人
で
す
が
、

「
配
偶
者
」
は
常
に
相
続
人
と
な
り
ま

す
の
で
、
❸
戸
籍
で
妻
＝
配
偶
者
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
花

子
さ
ん
に
つ
い
て
、
相
続
人
と
し
て
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
サ
ン
プ
ル
１
の
戸
籍
の
「
１

つ
前
の
戸
籍
」
に
遡
り
ま
す
。

相

法定相続人特定の進め方＆
確認時の注意点

確認が必要な戸籍サンプルを基に、ケー
ス別で相続人特定の流れを解説します。

こんな戸籍はどう見ればいい─!?

ケース別

ヒアリングなどで得た
確認の前提となる家族構成等の情報

サンプル１　近代太郎さんの全部事項証明書（最新の戸籍）

全 部 事 項 証 明
本 籍
氏 名

大阪市北区梅田８丁目８番８号
近 代 太 郎

戸籍事項
戸籍改製 【改製日】平成２０年２月２日

【改製事由】平成６年法務省令第５１号附則第２条第１項による改
製

戸籍に記載され
ている者

除 籍

【名】太 郎

【生年月日】昭和２９年２月９日 【配偶者区分】夫
【父】近代松夫
【母】近代竹子
【続柄】長男

身分事項

死 亡
【死亡日】令和３年４月１日
【死亡時分】午前４時４０分
【死亡地】大阪府吹田市
【届出日】令和３年４月２日
【届出人】妻

戸籍に記載され
ている者

【名】花 子

【生年月日】昭和３３年３月３０日 【配偶者区分】妻
【父】山田亀吉
【母】山田ツル
【続柄】二女

CASE

1

被
相
続
人
に

「
配
偶
者
」「
結
婚
し
た
子
」
が
い
る
ケ
ー
ス

近代花子
近代太郎の妻

近代伸子
近代一郎の妻

近代竹子
近代太郎の母

近代松夫
近代太郎の父

近代一郎
近代太郎の長男

近代太郎
被相続人

❶平成20年２月２
日に編製（改製原戸
籍から改製）された
戸籍であることがわ
かる

❷除籍・死亡・死亡
日の記載で、近代太
郎が令和３年４月１
日に死亡した事実が
確認できる

❸配偶者区分の記載
から、近代花子が近
代太郎の相続人とし
て確定できる

❷

❶

❸


